
東京都市計画道路

補助線街路第１０９号線
（足立区北加平町～神明一丁目）

事業概要及び測量説明会

東京都第六建設事務所



本日の説明内容

1. 整備予定区間の状況について

2. 整備の概要について

3. 今後の事業の進め方について

4. 測量について



1. 整備予定区間の状況
について



整備予定区間の計画の位置付け

（平成３年度～平成１５年度）

（昭和５６年度～平成２年度）第一次事業化計画

第二次事業化計画

補助第１０９号線の今回整備予定区間

優先整備路線に選定

都内 約3,200km
区部 約1,760km

（平成２８年度～平成３７年度）第四次事業化計画

（平成１６年度～平成２７年度）第三次事業化計画



補助109号線の整備状況

日光街道

首都高

綾瀬

：完成区間 ：概成区間

○起点：台東区浅草七丁目、終点：足立区神明三丁目、延長１０ｋｍ。
○環七通り南側は、都道「川の手通り」であり、区部東部を南北方向に結ぶ広域的

な幹線道路。
○今回の整備予定区間の南側は、完成、もしくは、一定の幅員が確保された概成区間。
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整備予定区間周辺の概況

地下鉄
検査車庫

（延焼遮断帯未形成区間）

加平二丁目
交差点

加平二丁目交差点

内 匠 橋≪加平ランプ
等への流出≫

≪埼玉方面を含めた交通の集中≫

N



整備予定区間の現在の道路状況 ①

○地域を南北方向に繋ぐ道路で、周辺の交通混雑を避けて流入する通過交通も多い。
○現道の幅員は６ｍ程度と狭く、路上に電柱もあり、スムーズに車の往来ができない

状況。
○歩行者と車が非常に接近して通行しており、交通の安全性に課題。

現在の道路状況 人や車のすれ違いの状況

約 ６ｍ



整備予定区間の現在の道路状況 ②

花畑川付近の状況整備予定区間の起点側の状況

○整備予定区間の起点側は、交差点がクランクの形状となっており、車の通行に
支障をきたしている。

○花畑川の横断部は、橋梁が未整備の上、南側の河川沿いの区道が一方通行であり、
利用しやすいルートとなっていない。



2. 整備の概要について



整備区間の平面図

※交通管理者（警視庁）との協議により、道路構造が変更する場合があります。

狭い現道を拡幅整備し、花畑川には新設橋梁を架橋

都市計画線の位置や道路整備内容を具体化するため、測量・調査を実施

※点線内側の地域の皆様に、本説明会の案内をお配りしております。

N



標準横断図（イメージ）

※道路構造は、今後、交通管理者（警視庁）とも協議しながら、
決定してまいります。

水道、下水道など 電線共同溝

１５ｍ

９ｍ３ｍ ３ｍ
（歩道） （車道） （歩道）



整 備 効 果

１．交通の安全性向上
• 狭い現道を拡幅し、十分な幅員が確保された車道とその両側に
歩道を整備することで、人も車も、安全で安心して快適に通行でき
るようになります。

２．地域の防災性向上
• 道路空間の確保により、延焼遮断帯が形成され、震災時などに
おける大規模な火災に対し、地域の防災性が向上します。

• 電線共同溝を整備し、電柱倒壊を防ぐことで、災害時における物資
輸送路や安全な避難路が確保されます。

３．地域の利便性向上
• 交通が分散し周辺道路の混雑が緩和されることや、広域的な都道
である「川の手通り」に繋がることで、車の移動の利便性が向上し
ます。



3. 今後の事業の進め方について
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4. 測量について



① 都市計画道路予定区域とその周辺にある
建物、樹木、塀及び道路等の形状を調査
し、現況の地形を表す現況平面図を作成
します。

② できあがった図面に都市計画道路の計画
線を書き入れて、位置を明らかにします。

③ 都市計画線の幅や都市計画道路の中心を
現地に標示するために、杭または鋲を設
置します。

※ 作業に入る前には、「測量作業のお知ら
せのチラシ」を郵便ポストなどにお配り
し、お知らせしてから、測量作業を開始
する予定です。

現 況 測 量 と は・・・



身分証明書、腕章（見本）

顔写真

公 印



① 都市計画道路に係る土地について、現
地において関係権利者の立会の上、隣
接する土地との境界等を調査・確認し
ます。

② 境界確認に基づき、一筆ごとに土地の
測量を行い、取得させて頂く土地の面
積の算出及び図面を作成します。

※  関係する土地の権利者様に、立会いを
お願いするお手紙を立会日の約２週間
前に送らせていただきます。

※  立会を行うに当りましては、その土地
の権利関係の資料を調査した上で、予
めその土地に立ち入らせていただくこ
ともございます

用 地 測 量 と は・・・

権利関係の資料とは（例）

１．登記所に登記されている地積測量
図

２．登記されていないが、隣接者が立
会い確認の押印をした測量図

３．現地の杭や刻み、鋲等

※ 隣接者の立会いがない資料は参考
資料となります（建築確認資料等）



境界点（立会をお願いする点） 確認する境界（筆境）凡例

境 界 立 会 確 認 の 例

都市計画線

都市計画線

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

現在の道路

Ａ
②

③

④

⑤①

確認していただく方境界点

Ａ、Ｂ、公有地所有者①

Ａ、Ｂ、Ｃ②

Ａ、Ｃ、Ｄ③

Ａ、Ｄ、Ｅ④

Ａ、Ｅ、公有地所有者⑤



都市計画線との境界点 確認した境界（筆境）凡例

都市計画線の標示

都市計画線

都市計画線

Ｄ

Ｅ

Ｃ

Ｂ

現在の道路

Ａ

いあ



現況測量及び用地測量の範囲

整備予定区間

測量範囲
凡例

N

延長約1300m 幅約７５m



お問い合わせ先

東京都第六建設事務所

道路整備全般 工事課 道路設計総括担当

TEL 03(3882)1414

測 量 全 般 工事課 測量担当

TEL 03(3882)1498

午前９時から午後５時まで

（土曜、日曜、祝日は除きます）



皆さまのご理解・ご協力を
お願いいたします

東京都第六建設事務所


